
 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 えんそくで、まさきこうえんにい

ったよ。あたらしいおともだちがで

きて、うれしかったよ。おともだち

のとなりでおべんとうをたべたよ。

おともだちといっしょにたべて、お

いしかったよ。 

1年 

 しおやかいがんに、いきました。

ヤドカリとカメノテがいました。う

みに入りました。うみの水はつめた

くて、気もちよかったです。しおや

公園にもどって、お友だちとおべん

とうをたべました。たのしかったで

す。           ２年 

 社会科のべん強をしながら松前

公園に行きました。あまりきれいに

は地図をかけませんでした。いろい

ろな地いきのみなさんに「おはよう

ございます」「こんにちは」と言った

ら返してくれてすごくうれしかっ

たです。         ３年 

 恵久美じょう水場の見学で、時間

をかけて安全できれいな水にしてい

ることが分かって、すごいなと思い

ました。福徳泉公園で友達と食べた

お弁当は、すごくおいしかったです。

小川で遊ぶのも気持ちがよかったで

す。           ４年 

 水産センターでは、お話を聞いた

り魚を見たりしました。環境につい

てなど、たくさんの調査をしている

と知り、おどろきました。公園では、

遊具やおにごっこで遊びました。赤

いすべり台は勢いがあって楽しか

ったです。        ５年 

 

岡田っ子通信 松前町立岡田小学校 

令和６年７月 

「総合的な学習の時間」とは                  総合的な学習の時間主任  渡部 はつえ   
「総合的な学習の時間」は、学習を通して自分で見付けた課題をよりよく解決し、自分自身の生き方を考えていく

ための能力を育成していくことをねらいとしています。岡田小学校では、特に「探究的な見方・考え方を働かせ、主体
的で深い学び」ができるように学習を進めていきます。ふるさと岡田のよさを見つめたり、さまざまな現代社会の課
題について真剣に考えたりすることで、自分自身の生き方について考えていきたいと思います。以下、各学年の内容
についてご紹介します。 
☆ ３年生……「名人さんに学ぼう」では、岡田校区に住んでいる「名人さん」と交流をします。「名人さん」に特技や
思いを教わる中で、地域の人のすばらしさに気付き、地域への愛着を深め、自分の生き方に思いをはせる学びを
深めていきます。 

☆ ４年生……「共に生きる」をメインテーマに掲げて、学習を進めます。１学期に、「みんなが住みやすい町」につい
て考えることから始めます。そして、体験活動や交流活動を通して障がいのある人や高齢者の思いや願いを知り、
共感することによって、「共生」の視点を養っていきたいと考えています。 

☆ ５年生……「めざせ、お米マイスター」では、稲作や米の品種などについて調べながら実際に田植えや稲刈りに
挑戦します。「守ろう、わたしたちの地球」では、かけがえのない地球の環境問題について自分で課題を決めて学
習を進め、自分にできることを考えていきます。 

☆ ６年生……「平和学習」をテーマに取り組みます。過去に起こった戦争や現在も紛争が起こっている地域のこと
など、一人一人が追究したい課題を設定し、調べ学習を行っていきます。調べて分かったことをもとに、自分にでき
ることを考え、生活を振り返りながら学習を深めていきます。 

  今年度も、地域の方々やゲストティーチャー、保護者の方々にご協力いただき、実りある学習にしていきたいと思い
ますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 
   

タブレットを文房具に                               情報教育主任   小林 剛 
 一人一台タブレット活用も３年目となりました。教科書とノートによる学習形態にタブレットをプラスすることで、子
どもたち一人一人に合った個別最適な学びを提供することや、友達同士の意見交流をよりよくする協働的な学びに
つながっています。「ラインズ e ライブラリ」や「ロイロノート」を効果的に用いて、子どもたちの深い学びを促進できる
ように学習に取り入れてきました。しかしながら、昨年度までは、積極的にタブレットを活用するなかで、どうしても故
障や破損が生じてしまい、その修理にかかる費用が負担となるという問題があり、常時の仕様ではなく、場面を選ん
での活用となりがちになっていました。 
  文部科学省はタブレットを導入する際に、特別な場面で使うのではなく、文房具の一つとして常に携帯して使用す 
ることを呼び掛けていました。常に携帯することでの破損が心配でした。 
  そこで、松前町は、「タブレットの紛失以外の破損や故障の修理費を保護者負担としない」という保険内容に見直
しをすることになりました。保護者の皆様には、保険の見直しに際して再度同意書の提出をお願いするようになると
思います。大事に扱いながらも場面を選ばずタブレットを活用することで、子どもたちのより深い学びを促進していき
ます。 
 楽しかったよ！遠足 


